
負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

正

月

第

一

號

○

大

津

縣

ヨ

リ

故

狭

山

縣

藩

債

消

却

并

ニ

貸

附

金

取

立

方

等

ノ

儀

ニ

付

、

曽

テ

云

々

下

令

ノ

趣

モ

之

ア

リ

、

爾

来

堺

縣

打

合

ノ

上

夫

々

調

査

ヲ

遂

ケ

タ

ル

所

、

則

書

面

云

々

ノ

掛

ニ

之

ア

リ

、

随

テ

藩

債

ノ

儀

ハ

向

来

利

足

ヲ

省

キ

元

金

十

ヶ

年

賦

ト

定

メ

、

貸

下

金

ノ

儀

モ

無

利

足

五

ヶ

年

賦

取

立

ノ

見

込

ヲ

設

ケ

、

右

消

却

金

ノ

儀

ハ

毎

年

貢

金

ノ

内

ヲ

以

テ

下

ケ

渡

相

成

度

旨

等

別

冊

ヲ

副

シ

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

ノ

趣

ハ

客

冬

公

布

ノ

通

相

心

得

ヘ

ク

、

且

藩

債

帖

ノ

内

村

名

或

ハ

人

名

等

不

分

明

ノ

廉

之

ア

ル

ニ

付

、

更

ニ

詳

細

取

調

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

二

號

○

大

分

縣

ヨ

リ

故

森

縣

負

債

本

帖

並

ニ

證

書

寫

等

差

出

シ

方

ニ

付

、

曽

テ

馬

喰

町

貸

附

金

ノ

儀

ハ

別

途

ニ

差

出

然

ル

ヘ

キ

ヤ

ノ

旨

伺

出

タ

ル

ニ

付

、

御

指

揮

之

ア

リ

度

ト

上

陳

ス

、

因

テ

伺

ノ

通

相

心

得

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

三

號

○

八

代

縣

ヨ

リ

元

人

吉

縣

管

下

及

ヒ

諸

方

ヘ

貸

附

米

金

並

ニ

國

産

物

賣

拂

代

金

等

、

若

干

高

ノ

内

云

々

ノ

事

故

ニ

ヨ

ツ

テ

一

時

返

納

相

調

ハ

サ

ル

者

許

多

之

ア

リ

、

其

中

身

代

沽

却

或

ハ

脱

藉

無

産

ノ

者

等

ハ

等

ハ

竟

ニ

取

立

ノ

見

込

モ

相

立

ス

、

随

テ

向

来

取

立

ノ

目

途

之

ナ

キ

向

ハ

如

何

所

置

仕

ル

ヘ

キ

ヤ

、

御

指

揮

之

ア

リ

度

ト

上

申

ス

、

因

テ

貸

附

米

金

ノ

儀

ハ

客

冬

公

布

ノ

通

相

心

得

、

即

今

取

立

ノ

目

途

有

無

ニ

拘

ハ

ラ

ス

、

總

テ

従

来

ノ

約

定

年

度

等

詳

細

取

調

、

至

急

申

出

ツ

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

二

月



第

一

號

○

石

川

縣

ヨ

リ

元

金

澤

縣

貸

附

調

帖

ノ

内

、

領

地

指

省

キ

ノ

寺

社

及

ヒ

窮

民

取

扱

ヒ

或

ハ

産

業

元

手

等

貸

渡

シ

ノ

分

、

當

時

困

窮

云

々

ノ

次

第

ニ

付

容

捨

相

請

度

旨

願

出

ル

者

之

ア

リ

、

斯

ノ

如

キ

類

ハ

事

實

取

糺

ノ

上

適

宜

所

分

ニ

及

ヒ

苦

シ

カ

ラ

ス

ヤ

、

御

指

揮

之

ア

リ

度

旨

伺

出

タ

リ

ト

稟

白

ス

、

因

テ

書

面

従

前

貸

下

金

ノ

儀

ハ

、

去

臘

云

々

公

布

ノ

通

本

帖

證

文

共

至

急

差

出

ス

ヘ

ク

、

且

難

澁

ノ

事

情

視

察

ス

ル

ハ

格

別

便

宜

所

分

ハ

相

成

ス

ト

指

令

セ

リ

第

二

號

○

石

川

縣

ヨ

リ

舊

縣

々

ニ

於

テ

管

下

並

ニ

諸

方

ヘ

貸

附

金

穀

書

類

差

出

方

ノ

儀

、

曩

ニ

云

々

公

布

ニ

憑

リ

口

々

取

調

タ

ル

ニ

、

右

ノ

内

受

取

書

ノ

ミ

取

置

別

ニ

證

書

之

ナ

キ

分

許

多

之

ア

リ

、

右

ハ

更

ニ

證

書

差

出

サ

セ

申

ス

ヘ

キ

ヤ

、

又

ハ

受

取

書

ニ

テ

苦

シ

カ

ラ

ス

ヤ

指

揮

之

ア

リ

度

、

且

區

々

ノ

貸

下

ニ

テ

取

纏

メ

方

手

數

ヲ

経

候

ニ

付

、

萬

一

期

限

遷

延

ノ

程

計

リ

難

ク

是

又

御

聞

置

之

ア

リ

度

ト

稟

陳

ス

、

因

テ

書

面

貸

下

證

書

之

ナ

キ

分

更

ニ

差

出

ス

ニ

及

ハ

ス

、

在

来

ノ

受

取

書

本

帖

ニ

相

副

至

急

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

三

號

○

司

法

省

ヘ

宮

華

族

其

他

名

目

ヲ

以

テ

金

銀

貸

渡

ノ

儀

ニ

付

、

戊

辰

三

月

禁

令

發

表

ノ

日

限

當

省

ニ

於

テ

發

輝

ト

相

分

リ

難

ク

、

此

節

右

金

筋

取

調

ニ

付

、

差

支

ノ

廉

之

ア

ル

旨

ヲ

以

テ

御

省

ニ

於

テ

記

録

判

然

タ

レ

ハ

其

旨

報

知

之

ア

リ

度

ト

諮

問

ス

、

右

ハ

同

省

ニ

於

テ

モ

不

分

明

ニ

候

ヘ

ト

モ

、

刑

法

官

記

録

中

別

紙

云

々

記

載

之

ア

ル

ニ

付

参

考

ノ

タ

メ

寫

相

副

タ

リ

ト

回

報

セ

リ

第

四

號

○

宇

和

島

縣

ヨ

リ

管

下

舊

縣

々

ニ

於

テ

、

管

内

并

ニ

諸

方

ヘ

貸

附

金

穀

書

類

差

出

方

期

限

猶

豫

ノ

儀

云

々

願

出

タ

リ

ト

副

書

ヲ

以

テ

上

陳

ス

、

因

テ

書

面

願

ノ

趣

格

別



ノ

詮

議

ヲ

以

テ

三

月

十

五

日

限

猶

豫

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

第

五

號

○

福

岡

縣

ヨ

リ

舊

縣

々

貸

附

金

穀

本

帖

并

ニ

證

書

共

差

出

方

ノ

儀

、

縣

々

區

々

ノ

貸

下

ニ

テ

取

纏

方

手

數

ヲ

経

候

ニ

付

、

三

月

中

猶

豫

相

成

度

云

々

稟

陳

ス

、

因

テ

書

面

願

ノ

趣

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

第

六

號

○

名

古

屋

縣

ヨ

リ

舊

縣

々

貸

下

金

穀

書

類

差

出

シ

方

云

々

ニ

付

、

朱

印

地

上

リ

地

米

金

納

譯

書

ノ

儀

期

限

通

進

達

仕

ル

ヘ

キ

筈

、

縣

務

更

革

ノ

際

百

事

繁

端

取

調

向

行

届

難

ク

、

三

月

廿

日

限

猶

豫

ノ

儀

允

許

相

成

度

ト

上

陳

ス

、

因

テ

書

面

二

ヶ

條

書

類

差

出

方

猶

豫

ノ

儀

、

餘

儀

ナ

キ

次

第

ニ

付

願

ノ

通

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

三

月

第

一

號

○

舊

幕

府

中

東

京

府

下

ニ

於

テ

、

町

年

寄

ト

唱

ヘ

タ

ル

者

取

扱

ニ

テ

貸

附

金

舊

諸

藩

ノ

中

借

用

ノ

者

モ

少

カ

ラ

ス

、

然

リ

而

公

私

ノ

別

判

然

分

チ

難

ク

差

閊

ル

ニ

付

、

右

原

由

ヲ

東

京

府

ヘ

臨

問

ス

レ

ト

モ

應

報

ナ

キ

ヲ

以

テ

再

三

督

促

ス

第

二

號

○

美

々

津

印

旛

入

間

三

縣

ヨ

リ

、

舊

縣

々

貸

下

金

穀

書

類

差

出

方

期

限

通

進

達

相

調

ヒ

難

ク

云

々

ニ

付

猶

豫

相

成

度

ト

申

牒

ス

、

因

テ

願

ノ

趣

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

第

三

號

○

長

嵜

長

野

廣

島

群

馬

木

更

津

岐

阜

茨

城

度

會

島

根

九

縣

ヨ

リ

、

旧

縣

々

貸

下

金

穀

書

類

差

出

方

猶

豫

ノ

儀

允

許

相

成

度

ト

稟

陳

ス

、

因

テ

書

面

願

ノ

通

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

第

四

號



○

石

川

縣

ヨ

リ

故

金

澤

縣

管

下

并

ニ

諸

方

ヘ

貸

附

金

穀

取

立

方

ノ

儀

ハ

、

總

テ

當

縣

手

限

ニ

取

立

ツ

ヘ

キ

ヤ

、

又

ハ

管

轄

ニ

ヨ

リ

其

縣

々

ニ

テ

取

立

ツ

ヘ

キ

ヤ

御

指

揮

之

ア

リ

度

ト

陳

白

ス

、

因

テ

書

面

伺

ノ

趣

ハ

客

冬

云

々

公

布

ノ

通

新

ニ

所

轄

ノ

縣

廳

ニ

於

テ

取

扱

フ

ヘ

キ

ト

指

令

セ

リ


